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介護予防支援・介護予防ケアマネジメント重要事項説明書 

 

 １．予防支援事業所が提供するサービスについての相談窓口、及び連絡先は次のとおりです。

ご不明な点は、遠慮なくおたずねください。 

電話０４２－７９２－１１０５ （午前８時３０分～午後５時００分まで） 

担当  （            ） 

※医療と介護の連携の上でも、入院する必要が生じた場合は、担当職員の氏名等を入院先の医療

機関にお伝え下さい。  

２．町田市忠生第２高齢者支援センターの概要 

（１） 事業所の概要 

事業所名  町田市忠生第２高齢者支援センター 

所在地  東京都町田市山崎町２２００番地 ３-１８-１０１ 

  介護保険指定番号  町田市１３０３２０００４０ 号 

サービスを提供する地域  町田市内（山崎町、山崎、木曽町、木曽東、木曽  

西） ※本町田の公社住宅町田木曽を含む、木曽  東住

所の都営木曽森野ｱﾊﾟｰﾄは除く 

（２） 事業所の職員体制（２０２５年４月現在） 

  資格 常勤 非常勤 業務内容 計 

管理者 主任介護支援

専門員 

1名   管理業務/介

護予防支援業

務 

1名 

介護予防支

援担当職員 

看護師、保健

師 

2名 0.8 介護予防支援

業務 

2.8名 

介護予防支

援担当職員 

社会福祉士 6名   介護予防支援

業務 

6名 

介護予防支

援担当職員 

主任介護支援

専門員 

2名   介護予防支援

業務 

2名 

介護予防支

援担当職員 

介護支援専門

員 

  0.6名 介護予防支援

業務 

0.6名 

事務職員     0.5名 請求事務 0.5名 

  

 



（３） 営業日・営業時間 

営業日 月曜日～土曜日 

営業時間 午前８時３０分～午後５時００分 

休業日 日曜・祝日及び年末年始（12/29～1/3） 

 ＊休日夜間等緊急時の連絡先及び電話番号 ０４２－７９２－１１０５ 

３．ケアプランの作成等の委託について 

 当事業所は、ケアプランの作成事務、ご利用者宅へ訪問して行う経過観察及びこれらに付随す

る事務を居宅介護支援事業者に委託することができます。この場合、委託先の事業者名及び担当

者の氏名をお知らせします。  

４．介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントのプロセス 

（１）利用申込みの受付                              

被保険者証を確認し、サービス利用について説明します。重要事項説明書を交付し、説明し、同

意を得た上で、利用申込者に所定書類に必要事項を記載してもらい市に届け出ます。 

（２）契約締結                                  

利用申込者と契約を締結します。 

（３）アセスメント                                

市から認定調査結果及び主治医意見書を入手し、利用者宅を訪問し利用者及び家族に対しアセス

メントを行います。（認定申請を行っている場合） 

（４）ケアプラン原案の作成                            

アセスメント結果等を基に、どのような支援が必要かを利用者と相談し、利用者と合意した結果

に基づき、ケアプラン原案を作成します。 

（５）サービス担当者会議の開催                          

サービス担当者会議の開催等により、ケアプラン原案について専門的な意見を聴取します。 

（６）ケアプランの交付                              

利用者または家族に説明し、同意を得た後、ケアプランを利用者または家族に交付します。 

（７）サービスの提供                               

サービス提供事業所に対し、ケアプランに基づき適切にサービスが提供されるよう連絡調整等を

行います。  

（８）モニタリング                                

必要に応じて利用者宅を訪問するなどの方法により計画の実施状況を把握します。 

（９）評価                                    

ケアプランに位置付けた期間が終了する月に、計画の達成状況について評価を行います。 

 (10)給付管理業務                                

サービスの利用実績を確認し、所定書式に記載します。 



 (11)介護報酬の請求                               

介護報酬請求に関する所定の書類を作成し、介護報酬の請求を行い、介護報酬を受領します。 

※当事業所は、上記事務のうち（１）（２）及び(11)に係る事務以外、その実施を居宅介護支援

事業所に委託することができます。この場合、ケアプランが作成された段階で、当事業所はその

内容が適切であるかを確認します。業務委託をする場合も、ケアプランに対しての関与や連携体

制を継続します。 

５．利用料金 

 介護予防支援利用料及び介護予防ケアマネジメント利用料は、介護予防支援及び介護 予防ケ

アマネジメントの提供開始以降１か月あたり\４，９１５です。 

 初回月及び委託時における居宅介護支援事業所との適切な情報連携等を行った場合に 

 限り、それぞれ\３，３３６が加算されます。 

 また、２０２６年６月の報酬改定により、処遇改善分として利用料総額の２．１％が 

 加算されます。 

 なお、法定代理受領によりこの介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに対し、 

 当事業者に介護保険給付及び事業費が支払われる場合、利用者の自己負担はございま 

 せん。 

 

６．事業継続、高齢者虐待防止の取り組み 

 感染症まん延時や大規模災害時においても事業継続や早期の事業再開をはかることができるよ

う、当事業所は業務継続計画を策定しています。 

 虐待の発生またはその再発を防止するための措置として、当事業所は委員会を開催し指針を整

備、研修を管理者が担当し実施しています。 

７．サービスの利用方法 

 電話や来所でご相談ください。町田市忠生第２高齢者支援センターの職員がお伺いいたしま

す。契約を締結したのち、サービスの提供を開始します。 

 なお、介護保険法第115条の21第3項の規定に基づき介護予防支援業務の一部を居宅介護支援事

業所に委託した場合、居宅介護支援事業所の介護支援専門員がサービスを提供します。  

８．当事業所の介護予防支援・介護予防ケアマネジメントの方針等 

 （１）運営の方針 

① 介護保険の被保険者が要介護状態等になることを予防するとともに、要介護状態となった場

合においても可能な限り、地域において自立した日常生活を営むことができるよう支援するため

の事業を実施し、地域住民の心身の健康の保持および生活の安定のために必要な援助を行うこと

により、その保健医療の向上および福祉の増進を包括的に支援するように努めます。心身の状

況、その置かれている環境その他の状況に応じて、その選択に基づき、サービス事業所その他の

適切な事業が包括的かつ効果的に提供されるよう必要な援助を提供します。 

② 事業の実施にあたり、利用者の意志及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切 な保健

医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的に提供されるよう 公正中立な立場

でサービスの調整を行います。関係区市町村、地域の保健・医療・福祉サービス機関、総合事業

事業者、住民の自発的な活動によるサービス等との連携を図り、総合的なサービス提供に努めま

す。  



③ 担当職員へ各職種別の専門的な研修および教育を重点的に行い、担当職員の資質向上を図り、

担当職員が期待される役割を果たせるように務めます。 

④ 当事業者は、利用者に対する指定居宅介護予防又は介護予防ケアマネジメント支援の提供に

より事故が発生した場合には、速やかに区市町村、利用者の家族に連絡を行 うとともに、必要

な措置を講じます。サービスの提供にともなって、事業者の責めに 帰すべき事由により利用者

の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合には、その損害を賠償します。但し、利用者または利

用者の家族等に重大な過失がある場合は、賠償 額を減額することができます。 

 

９．利用者の解約権 

  利用者は事業者に対し、契約の解約を申し出ることができます。この場合、1カ月 以上の

予告期間をもって届け出るものとし、予告期間満了日に契約は解除されます。 

  利用者は、次の各号に事業者が該当する場合には、直ちに契約を解除することができます。 

 １）事業者または相談員が、正当な理由なく、介護保険法等関係法令及びこの契約書に定めた

事項を遵守せずに、サービスの提供を怠った場合。 

 ２）事業者または相談員が、守秘義務に違反した場合。 

 ３）事業所が、破産等により事業を継続する見通しが困難になった場合。 

 

１０．事業者の解除権 

  事業者は利用者に対し、利用者の非協力的な態度など利用者及び事業者間の信頼関係を損壊

する行為をなし、この契約の目的を達することが困難となった時は、1カ月 以上の予告期間

をもって書面によりこの契約を解除します。 

  また、暴力または暴言、過度な要求、身体への不必要な接触、性的言動などハラスメントと

みなされる行為があった場合は、直ちにこの契約を解除します。   

 

１１．サービス内容に関する苦情 

 介護予防支援又は介護予防ケアマネジメントに関する相談、要望、苦情等は担当職員か下記窓

口までお申し出ください。 

   ※ 町田市忠生第２高齢者支援センター 苦情受付、解決責任者                                                                                                  

センター長 星野 晃          電話 042-792-1105 

  ※ 社会福祉法人福音会 お客様相談窓口 

      福音会本部 事務局           電話 042-734-0631 

  ※ 町田市の苦情相談担当 

      町田市 高齢者支援課          電話 042-724-2146 

          介護保険課            電話 042-724-4366 

   ※ 東京都の相談窓口 

      東京都国民健康保険団体連合会      電話 03-6238-0177 

 

  

  



利用申込にあたり、利用者に対して契約書および本書面に基づいて、重要事項を説明しました。 

  

 

  

    【説明日】                年     月     日 

   

    【説明者】  所 属  町田市忠生第２高齢者支援センター 

           所在地  東京都町田市山崎町２２００番地 ３-１８-１０１ 

  

           氏 名                  

  

  

   

 私は、事業者から介護予防支援・介護予防ケアマネジメントサービス（ケアプラン作成）の利

用について重要事項に関する説明を受けました。 

  

  

    【利用者】   住 所                         

  

           氏 名                   

  

  

  

   【署名代行者】 住 所                         

  

           氏 名                  続柄       

            

           代行理由                       

 

           

            

 


